
第１節 小学校教諭の普通免許状

１ 大学卒業等による取得方法（別表第１）

（１）基礎資格及び最低修得単位数

（注） １

２

３

４ 上記の表で修得する単位は、課程認定を有する大学等で修得すること。

５

６

７

８

９

【施行規則第１０条の６第３項】

１０

２

学士の学位

短期大学士の学位

８

４

４１

３１

免許状の種類

小学校教諭

専修免許状

１種免許状

２種免許状

「修士の学位」には、大学（短期大学を除く。）の専攻科又は大学院に１年以上在学し、３０単

位以上修得した場合を含む。

「学士の学位」には、大学の専攻科又は大学院の入学に関し、大学を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる場合を含む。

「短期大学士の学位」には、教員養成機関を卒業した場合並びに大学又は教員養成機関に

２年以上在学し、６２単位以上修得した場合を含む。

別に、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位及び情報機器の操

作２単位の修得が必要なこと。

【別表第１備考第２号、施行規則第２５条】

【別表第１備考第２号の２、施行規則第６６条の４】

【別表第１備考第２号の３、施行規則第６６条の５】

【別表第１備考第５号イ】

【別表第１備考第４号、施行規則第６６条の６】

専修免許状取得に係る単位数のうち、１種免許状に係る単位数をそれぞれ差し引いた後、２

４単位については、大学院又は大学の専攻科で修得すること。

【別表第１備考第７号】

１種免許状に係る単位は、短期大学及び学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の

専攻科において修得できる。この場合、最低修得単位数のうち２種免許状に係る単位数を差

し引いた単位数については、学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科の課程

において修得すること。

２種免許状を有する者又はその所要資格を得ている者が、１種免許状の授与を受けようと

する場合、最低修得単位数のうち２種免許状に係る単位数は、既に修得したものとみなす。こ

の場合の「教職に関する科目」の修得方法は、１種免許状から２種免許状に係る各科目の単

位数を差し引いたものとする。

１種免許状の授与を受けようとする場合、２種免許状の授与を受けるために修得した科目の

単位を最低修得単位数に含めることができる。ただし、この場合２種免許状に係る各科目の

単位数を上限とする。

【施行規則第１０条の６第１項、第２項】

【別表第１備考第８号、施行規則第２２条の３】

教職に関する科目

最低修得単位数

基礎資格

修士の学位

教科又は教職
に関する科目

３４

教科に関する科目

８ ４１
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（２）単位の修得方法

①「教科に関する科目」の修得方法

②「教職に関する科目」の修得方法

６

（注） １

２ 「各教科の指導法」の修得方法は、以下のとおりとする。

３
教育の基礎理論
に関する科目 ６ ４

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

教職の意義等に
関する科目 ２ ２

８ ４

２種
教科に関する科目 修得方法

左記科目の
うち１以上

国語（書写含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、
図画工作、家庭及び体育の教科に関する科目

最低修得単位数

専修・１種 ２種
左の科目に含めることが必要な事項

最低修得単位数

専修・１種

欄
教職に関する科目

教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む）

進路選択に資する各種の機会の提供等

教職の意義及び教員の役割

２

【施行規則第６条第１項の表】

教育課程及び指
導法に関する科目

生徒指導、教育相
談及び進路指導
等に関する科目

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
を含む）

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）

の理論及び方法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）

特別活動の指導法

道徳の指導法

各教科の指導法

教育課程の意義及び編成の方法

進路指導の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

２２ １４

４１ ３１

４ ４

４

５

「教育の基礎理論に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合には、

「教育課程及び指導法に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含むことを要し

ない。

総合演習（人類に共通する課題又は我が国社会全体に関わる課題のうち１以
上のものに関する分析及び検討並びにその課題について幼児、児童又は生徒
を指導するための方法及び技術を含む。）

２ ２

計

教育実習（事前及び事後の指導１単位を含む。） ５ ５

【同表備考第４号】

【同表備考第３号】

２種

９教科のうち６以上の教科(音楽、図画工作
又は体育の教科の指導法のうち２以上を
含む。）の指導法についてそれぞれ２単位
以上
６教科×２単位＝１２単位

各教科の指導法

専修・１種

９教科の指導法について
それぞれ２単位以上

９教科×２単位＝１８単位

【施行規則第３条第１項】
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３

４

５

６

「教職の意義等に関する科目」 ２単位まで

「教育の基礎理論に関する科目」 ６単位まで（２種免許状授与の場合は４単位まで）

「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」 ２単位まで

「総合演習」 ２単位まで

「教育実習」 ３単位まで

③「教科又は教職に関する科目」の修得方法

他の学校の教諭の普通免許状を受ける場合の単位を下記の科目の単位に充てることがで
きる。

「道徳の指導法」の修得方法は、専修又は１種免許状の場合は２単位以上、２種免許状の

場合は１単位以上を修得するものとする。

【同表備考第５号】

「教育実習」は、小学校、中学校及び幼稚園（中等教育学校の前期課程並びに特別支援学

校の小学部、中学部及び幼稚部を含む。）を中心とする。

【同表備考第７号】

「教育実習」の単位は、小学校又は幼稚園（特別支援学校の小学部又は幼稚部を含む。）に

おいて、教員として１年以上良好な成績で勤務した場合、経験年数１年について１単位の割合

で表に掲げる「教職に関する科目」（教育実習を除く。）の単位をもって替えることができる。

【同表備考第９号】

【同表備考第１２号】

【施行規則第６条の２】

専修免許状

のうち１以上の科目

１種または２種免許状

のうち１以上の科目

①で掲げる教科に関する科目

②で掲げる教職に関する科目

大学が加えるこれに準ずる科目
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